
下水道汚泥運搬業務委託仕様書

本仕様書は、北秋田市（以下「委託者」という。）が管理する鷹巣浄化センターから排出され

る下水汚泥を委託者が指定する処分場（以下「運搬先」という。）へ運搬する汚泥運搬業務（以

下「業務委託」という。）について定めたものである。

第１条 委託業務の内容

１ 業務の名称

下水道汚泥運搬業務委託（鷹巣浄化センター）

２ 対象品目（汚泥形態）

下水汚泥（脱水）

３ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

４ 予定数量

１，２３０ｔ

なお、予定数量は見込量であって、増減の可能性がある。

５ 下水道汚泥積込場所

北秋田市鷹巣字小沼 19 番地

鷹巣浄化センター

６ 運搬先

北秋田市坊沢字大野宮後 150

クリーンリサイクルセンター

第２条 契約履行について

１ 運搬車両等

使用する運搬車両（以下「車両」という。）は、水密性ダンプトラック仕様とし、次のと

おりとする。

（１） 10ｔ車以上の車両であること。

なお、10ｔ車とは、最大積載量 10ｔ前後の車両という。

（２） 道路運送車両法に基づく検査に適合し、検査後に改造していない車両であること。

（３） 落下及び飛散による下水汚泥の流出防止の対策を行うこと。

２ 運搬日時等

（１）運搬回数

委託者は、下水汚泥の発生状況、処理施設の受入能力及び意見等を総合的に判断し、汚

泥搬入予定表等により別途指示する。



（２） 運搬日時及び運搬回数は、浄化センターにおける下水汚泥の発生状況、処理設備の整

備状況及び事故故障状況又は搬出先の都合等により変動する可能性がある。

第３条 その他注意事項

１ 浄化センター内及び運搬先の敷地内並びに運搬経路において、これらの近隣関係者と

トラブルが生じないよう十分注意し、安全な運搬に努めること。

２ 車両等の故障等のため、運搬が一時的に不可能となる等の緊急時には、委託者へ速やか

に協議すること。

第４条 その他

本仕様書に定めのない事項は、委託者及び受託者間で協議する。


